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(57)【要約】
【課題】　環状部が略均一に光輝する環状導光装置を提
供する。
【解決手段】　第一の発光素子３０は、第一の照明光を
発する。第一の環状部１２は、所定幅Ｗ１を有し、第一
の照明光によって光輝する。第一の導光部１３は、第一
の環状部１２の所定幅Ｗ１よりも狭く、第一の環状部１
２と一体に形成される。第二の発光素子４０は、第二の
照明光を発する。第二の環状部２２は、所定幅Ｗ３を有
し、第二の照明光によって光輝する。第二の導光部２３
は、第二の環状部２２の所定幅Ｗ３よりも狭く、第二の
環状部２２と体に形成される。第二の環状部２２の一部
は、正面視で第一の環状部１２に重なっている。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明光を発する発光素子と、所定幅を有し前記照明光によって光輝する環状部と、前記
環状部と一体に形成され前記所定幅よりも狭い導光部と、を備えたことを特徴とする環状
導光装置。
【請求項２】
　少なくとも前記導光部の側面を覆う遮光部材を備えたことを特徴とする請求項１に記載
の環状導光装置。
【請求項３】
　第一の照明光を発する第一の発光素子と、所定幅を有し前記第一の照明光によって光輝
する第一の環状部と、前記第一の環状部の前記所定幅よりも狭く前記第一の環状部と一体
に形成された第一の導光部と、第二の照明光を発する第二の発光素子と、所定幅を有し前
記第二の照明光によって光輝する第二の環状部と、前記第二の環状部の前記所定幅よりも
狭く前記第二の環状部と一体に形成された第二の導光部と、を備えた環状導光装置であっ
て、
　前記第二の環状部の一部は、正面視で前記第一の環状部に重なっていることを特徴とす
る環状導光装置。
【請求項４】
　少なくとも前記第一の導光部及び前記第二の導光部の側面を覆う遮光部材を備えたこと
を特徴とする請求項３に記載の環状導光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子が発した照明光によって光輝する環状部を有する環状導光装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、環状導光装置を備えた車両用指示計器が種々提案されており、例えば特許文
献１，２に開示されている。斯かる車両用指示計器は、指針が指示する文字板の目盛部周
囲に、導光部材からなる環状部を設けたものである。環状部は、発光素子が発した照明光
によって光輝し、車両用指示計器の文字板を装飾することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１７７８６４号公報
【特許文献２】特開２００２－１４４９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、環状部の輝度が均一でなく、発光素子から離れるにしたがって輝度が低
いという問題を有していた。つまり、環状部の幅や高さには、車両用指示計器のデザイン
上の要望があるため、環状部の周方向の断面積が制限され、発光素子が発した照明光を環
状部の全周に充分に到達させて、環状部を均一な輝度で光輝させることが困難であり、必
ずしも見栄えが良好ではなかった。
　本発明は、この問題に鑑みなされたものであって、環状部が略均一に光輝する環状導光
装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、請求項１に記載のように、照明光を発する発光素子３０，４０と、所定幅Ｗ
１，Ｗ３を有し前記照明光によって光輝する環状部１２，２２と、前記環状部１２，２２
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と一体に形成され前記所定幅Ｗ１，Ｗ３よりも狭い導光部１３，２３と、を備えたもので
ある。
【０００６】
　また、本発明は、請求項２に記載のように、少なくとも前記導光部１３，２３の側面を
覆う遮光部材５０を備えたものである。
【０００７】
　また、本発明は、請求項３に記載のように、第一の照明光を発する第一の発光素子３０
と、所定幅Ｗ１を有し前記第一の照明光によって光輝する第一の環状部１２と、前記第一
の環状部１２の前記所定幅Ｗ１よりも狭く前記第一の環状部１２と一体に形成された第一
の導光部１３と、第二の照明光を発する第二の発光素子４０と、所定幅Ｗ３を有し前記第
二の照明光によって光輝する第二の環状部２２と、前記第二の環状部２２の前記所定幅Ｗ
３よりも狭く前記第二の環状部２２と体に形成された第二の導光部２３と、を備えた環状
導光装置であって、前記第二の環状部２２の一部は、正面視で前記第一の環状部１２に重
なっているものである。
【０００８】
　また、本発明は、請求項４に記載のように、少なくとも前記第一の導光部１３及び前記
第二の導光部２３の側面を覆う遮光部材５０を備えたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　環状部と一体に形成された導光部を設けることにより、環状部を略均一な輝度で光輝さ
せることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第一実施形態を示す正面図。
【図２】同上実施形態を示す導光部材の斜視図。
【図３】同上実施形態を示す断面図。
【図４】同上実施形態を示す断面図。
【図５】同上実施形態を示す断面図。
【図６】同上実施形態を示す断面図。
【図７】同上実施形態を示す断面図。
【図８】同上実施形態を示す断面図。
【図９】同上実施形態を示す断面図。
【図１０】本発明の第二実施形態を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面に基づいて、本発明を車両用指示計器に適用した一実施形態を説明する
。図１乃至図９は、第一実施形態を示すものである。なお、図面が煩雑になることを防ぐ
ため、断面領域のハッチング（平行斜線）を省略する。
　環状導光装置は、導光部材１０，２０と、発光素子（第一の発光素子）３０，発光素子
（第二の発光素子）４０と、遮光部材５０と、を備えている。
【００１２】
　導光部材１０は、透光性樹脂からなり、受光部１１，環状部（第一の環状部）１２，導
光部１３が一体に形成されている。受光部１１は、導光部１３の両端部に連結されており
、発光素子３０が発した照明光を受光する。環状部１２は、正面視でアーチ形状になって
おり、文字板６０の目盛部６１の周囲に配設される。導光部材１０の環状部１２の断面は
、周方向で一様な三角形状になっている。導光部材１０の環状部１２は、所定幅Ｗ１を有
している（図３参照）。
【００１３】
　導光部材１０の導光部１３は、断面が長方形になっている。導光部１３の幅Ｗ２は、環
状部１２の前記所定幅Ｗ１よりも小さくなっており、正面からは視認されない。導光部１
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３の厚さは、受光部１１から離れるにしたがって、漸次薄くなっている。つまり、導光部
１３の断面は、周方向で幅Ｗ２が一定で、高さが漸次異なる長方形になっている。導光部
１３の後面は、半径方向に設けられた複数の微細な溝部からなる反射面１３ａになってい
る。
【００１４】
　導光部材２０は、透光性樹脂からなり、受光部２１，環状部（第二の環状部）２２，導
光部２３が一体に形成されている。受光部２１は、導光部２３に連結されており、発光素
子４０が発した照明光を受光する。環状部２２は、正面視でアーチ形状になっており、文
字板６０の目盛部６２の周囲に配設される。導光部材２０の環状部２２の断面は、周方向
で一様な三角形状になっている。導光部材２０の環状部２２は、所定幅Ｗ３を有している
（図７参照）。
【００１５】
　導光部材２０の導光部２３は、断面が長方形になっている。導光部２３の幅Ｗ４は、環
状部２２の前記所定幅Ｗ３よりも小さくなっており、正面からは視認されない。導光部２
３の厚さは、受光部２１から離れるにしたがって、漸次薄くなっている。つまり、導光部
２３の断面は、周方向で幅Ｗ４が一様で、漸次高さが異なる長方形になっている。導光部
２３の後面は、半径方向に設けられた複数の微細な溝部からなる反射面２３ａになってい
る。
【００１６】
　発光素子３０，４０は、トップビュー型の発光ダイオードからなるものであり、図示し
ない回路基板に搭載されている。発光素子３０，４０は、夫々、導光部材１０，２０の受
光部１１，２１に緑色の照明光を照射する。遮光部材５０は不透明な樹脂からなるもので
あり、照明光が文字板６０に漏れることを防止している。遮光部材５０の断面は、導光部
１３，２３の側面及び後面を覆うコ字形状になっている。遮光部材５０は、導光部材１０
，２０の環状部１２，２２を支持している。遮光部材５０の幅Ｗ５は、環状部１２，２２
の所定幅Ｗ１，Ｗ３よりも狭く、導光部１３，２３の幅Ｗ２，Ｗ４よりも広くなっている
。
【００１７】
　導光部材１０，２０の環状部１２，２２及び導光部１３，２３と、遮光部材５０とは、
文字板６０の前面側に配置されている。一方、発光素子３０，４０は、文字板６０の後面
側に配置される。
【００１８】
　導光部材１０と導光部材２０とは別体となっているが、図６に示すように、導光部材２
０の環状部２２の一端部２２ａは、導光部材１０の環状部１２と重なっているため、導光
部材１０と導光部材２０とが一体のように見え、且つ、発光素子３０，４０を個別に点灯
させることにより、導光部材１０と導光部材２０とを個別に光輝させることが可能である
。
【００１９】
　図１０は、第二実施形態を示すものである。導光部材７０の環状部７２は、文字板８０
の前面に配置され、導光部７３は、文字板８０を貫通している。導光部材７０の導光部７
３は、ケース体９０に覆われる。
【００２０】
　環状部１２，２２，７２の形状（所定幅Ｗ１，Ｗ３や高さ）には、デザイン上の要望が
あるため、環状部１２，２２，７２の断面積は制限されるが、第一，第二実施形態の如く
、環状部１２，２２，７２と一体に形成された導光部１３，２３，７３を設けることによ
り、発光素子３０，４０が発した照明光を環状部１２，２２，７２の全周に充分に到達さ
せるために充分な、導光部材１０，２０，７０の周方向の断面積を確保することができ、
環状部１２，２２，７２を略均一な輝度で光輝させることが可能になる。且つ、導光部１
３，２３，７３の幅Ｗ２，Ｗ４は、環状部１２，２２，７２の所定幅Ｗ１．Ｗ３よりも小
さくなっているため、導光部１３，２３，７３が視認されることがなく、環状部１２，２
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ため、環状部１２，２２，７２を透過して導光部１３，２３，７３の稜線が視認されない
ように、導光部１３，２３，７３の形状を適宜選定することが望ましい。
【００２１】
　なお、本発明は、各実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例
えば、各実施形態の環状部は、断面が三角形状であったが、例えば、導光部材の環状部は
、断面が半円形であっても良い。また、環状部１２の所定幅Ｗ１と、環状部２２の所定幅
Ｗ３とは同一でも良いし、例えば、環状部２２の所定幅Ｗ３を所定幅Ｗ１よりも若干小さ
くしても良い。
【００２２】
　また、発光素子３０，４０を文字板６０の前面側に配置しても良い。また、各実施形態
は、本発明を車両用指示計器に適用したものであったが、液晶表示器の画面に環状導光部
等を配置しても良い。また、発光素子３０が発する照明光と、発光素子４０が発する照明
光とは、同一色であっても良いし、異なる色であっても良い。
【符号の説明】
【００２３】
　１２　　環状部（第一の環状部）
　１３　　導光部（第一の導光部）
　２２　　環状部（第二の環状部）
　２３　　導光部（第二の導光部）
　３０　　発光素子（第一の発光素子）
　４０　　発光素子（第二の発光素子）
　５０　　遮光部材
　Ｗ１　　所定幅
　Ｗ３　　所定幅
【図１】 【図２】

【図３】
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